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令和２年度茅ヶ崎市食品衛生監視指導計画 実施結果 

１．実施期間及び実施区域について 

 

○実施期間：令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

○実施区域：茅ヶ崎市内全域及び寒川町内全域（※１） 

 

（※１）「茅ヶ崎市と神奈川県の保健所業務に関する事務の委託に係る規約」に基づき、神奈川県から 

寒川町内全域における保健所業務を受託していることより、寒川町内全域も対象となります。 

 

２．立入検査について 

 

（１）食品関係営業施設数及び監視指導状況（令和３年 3 月末日現在） 

 

●許可を要する営業施設 

業 種 施設数 

（再掲）

自動車等

移動営業 

廃業件数 
監視指導

件数 

食
品
衛
生
法
許
可
（
３４
業
種
） 

飲食店営業 1,928 142 236 665 

喫茶店営業 207 18 25 52 

菓子製造業 208 19 17 102 

あん類製造業 ― ― ― ― 

アイスクリーム類製造業 3 ― ― 3 

乳処理業 1 ― 0 5 

特別牛乳搾取処理業 ― ― ― ― 

乳製品製造業 2 ― 0 5 

集乳業 ― ― ― ― 

乳類販売業 325 0 21 125 

食肉処理業 5 ― 1 8 

食肉販売業 205 2 12 98 

食肉製品製造業 4 ― 0 9 

魚介類販売業 204 2 12 90 

魚介類競り売り営業 ― ― ― ― 

魚肉練り製品製造業 ― ― ― ― 

食品の冷凍又は冷蔵業 4 ― 2 3 

食品の放射線照射業 ― ― ― ― 

清涼飲料水製造業 5 ― 0 16 

乳酸菌飲料製造業 1 ― 0 5 



食
品
衛
生
法
許
可
（
３４
業
種
） 

氷雪製造業 ― ― ― ― 

氷雪販売業 3 ― 0 0 

食用油脂製造業 ― ― ― ― 

マーガリン又はショートニング製造業 ― ― ― ― 

みそ製造業 1 ― 0 0 

しょう油製造業 ― ― ― ― 

ソース類製造業 1 ― 0 0 

酒類製造業 3 ― 0 1 

豆腐製造業 3 ― 0 3 

納豆製造業 ― ― ― ― 

麺類製造業 5 ― 0 4 

総菜製造業 24 ― 4 24 

缶詰又は瓶詰食品製造業 1 ― 0 0 

添加物製造業 3 ― 0 0 

①小計（政令許可） 3,146 183 330 1,218 

県
条
例
許
可 

魚介類行商 ― ― ― ― 

魚介類加工業 14 ― 0 3 

発酵乳等販売業 16 ― 0 5 

②小計（条例許可） 30 ― 0 8 

施設数総計（小計①＋②） 3,176 183 330 1,226 

 

●許可を要しない営業施設（報告営業） 

業種 施設数 監視指導件数 

給食施設 162 9 

乳さく取業 7 0 

食品製造業 88 66 

野菜果物販売業 251 96 

総菜販売業 212 91 

菓子販売業 384 139 

食品販売業（上記以外） 464 151 

添加物製造業 2 0 

添加物販売業 55 25 

氷雪採取業 ― ― 

器具・容器包装、おもちゃの製造業又販売業 208 75 

施設数総計 1,833 652 



（２）重点監視事業 

  令和２年度は、①食中毒予防対策、②適正な食品表示の徹底、③ＨＡＣＣＰに沿った衛

生管理の導入支援、④輸入食品衛生対策 の４項目について重点的に取り組みました。 

 

 ①食中毒予防対策 

   神奈川県域及び全国における食中毒発生状況を鑑み、①食肉の生食、②ノロウイルス、

③寄生虫（アニサキスやクドア・セプテンプンクタータ等）、④弁当・そうざい等の食

中毒予防対策を重点に、関係する食品関連事業者等に対する監視指導、広報紙・ホーム

ページや講習会等を活用した注意喚起を積極的に実施しました。 

 

 ②適正な食品表示の徹底 

   平成２７年４月１日に施行された食品表示法が令和２年３月３１日で経過措置期間

が終了したことから、食品表示法で規定する食品表示基準に沿った表示がされているこ

との確認と不適切表示に対する指導を実施しました。 

 

 ③HACCP に沿った衛生管理の導入支援 

  平成３０年６月の食品衛生法改正により、令和２年６月より全ての食品等事業者がＨＡ

ＣＣＰに沿った衛生管理（違反・不良食品等の提供、流通を未然に防ぐために用いられる

手法）が制度化（義務化）されました。令和３年５月までの経過措置期間終了までに適切

に制度が導入されるよう各施設の状況に応じた助言、指導を行いました。 

  また、監視指導時には、食品製造時における衛生管理の確認や、製造記録等の確認をし

ました。 

 

 ④輸入食品衛生対策 

   食品等輸入事務所等の全届出施設に対し監視指導を実施することにより、違反食品の

排除に努めるとともに、輸入食品の安全性確保に取り組みました。 

 

 

３．食品等の収去検査等について 

 

（１）収去検査結果 

   令和２年度計画に基づき、【９２検体】の収去を実施しました。 

   年度当初の計画では、１２０検体を実施する予定でおりましたが、保健所における新

型コロナウイルス感染症対応もあり、検査数は予定数実施できませんでした。 

   なお、収去の結果は次表のとおりで、違反はありませんでした。 

  

 

 



食品の分類 検体数 違反件数 

魚介類 ４ 0 

冷凍食品 ２ 0 

肉卵類及びその加工品 １０ 0 

牛乳 ４ 0 

乳製品 2 0 

アイスクリーム類・氷菓 ４ 0 

穀類及びその加工品 ３ 0 

野菜類・果物及びその加工品 １０ 0 

菓子類 ２５ 0 

清涼飲料水 ７ 0 

酒精飲料 １ 0 

その他の食品 ２０ 0 

総計 ９２ 0 

 

 ※収去検査とは、食品衛生法に基づき、試験検査をするために、食品衛生監視員が必要最

小量を無償で抜き取る事です。 

 

４．違反食品等への対応について 

 

（１）違反食品、違反施設等への対応 

   当所管内で製造及び販売された食品等における違反食品は発見されませんでした。 

 

（２）自主回収 

   食品等事業者より、「神奈川県食の安全・安心の確保推進条例（平成 21 年神奈川県

条例第 58 号）」に基づく、食品等の自主回収着手報告があった場合は、報告された内

容をホームページに掲載すると共に、関係自治体への情報提供を実施しました。 

   また、当該品の迅速な回収を行うとともに、再発防止の観点から指導を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．食中毒等の健康被害の発生について 

（１）食中毒発生状況 

  令和２年度の当所管内における食中毒の発生件数は、１件（患者数４４人）でした。 

 

●管内で発生した事件内訳 

発生月 摂食者数 患者数 病因物質 
原因施設 

（処分内容） 
発生要因 

令和２年 

９月 
６１人 ４４人 

ノロウイルス 

（ＧⅠ） 

飲食店営業 

（営業禁止） 

原因施設で調製され

た仕出し弁当 

 

  

 

 【特徴】 

   ・冬季を中心に年間を通じて急性胃腸炎を起こすウイルスです。 

   ・通常、２日から３日で回復しますが、抵抗力の弱い乳幼児や高齢者では、重篤な症

状になることがあります。 

   ・非常に感染力が強く、ごく少量のウイルスで発病します。 

   ・感染者の便やおう吐物には、多量のノロウイルスが含まれ、二次汚染（ノロウイル

スに汚染された手などを介して食品を汚染すること）なども食中毒発生の原因とな

ります。 

 【症状】 

   ・潜伏期間は、２４～４８時間 

   ・主な症状は、下痢、吐き気、おう吐、発熱など 

 【予防方法】 

   ・外出先から帰宅した後、トイレの後、調理の前、食事の前には石けんを使って 

    よく手を洗いましょう。 

   ・調理器具等は、十分に洗浄し、熱湯や塩素系漂白剤で消毒しましょう。 

   ・おう吐物、排せつ物などを処理する場合は、直接触れないようにしましょう。 

   ・二枚貝等のノロウイルス汚染のおそれのある食品は、中心部までしっかり加熱調理

（８５℃から９０℃で、９０秒以上）して食べましょう。 

   ・下痢やおう吐の症状がある場合は、食品を直接取り扱う作業には従事しないように

しましょう。 

 

 

 

 

ノロウイルスの電子顕微鏡像 

（出典：国立感染症研究所ホームページより） 

ノロウイルス食中毒について 



区分 件数 始末書等徴収 口頭説諭 他の自治体に通報 特になし 営業禁停止 指導票交付

有症苦情 33 0 3 0 29 1 0

異物 18 7 4 1 6 0 0

カビ 0 0 0 0 0 0 0

不衛生取扱い管理 11 0 7 0 4 0 0

異味・異臭 3 1 0 0 2 0 0

腐敗・変敗 0 0 0 0 0 0 0

添加物 0 0 0 0 0 0 0

容器包装不良 0 0 0 0 0 0 0

その他 21 0 10 0 11 0 0

合計 86 8 24 1 52 1 0

 （２）食品等の苦情相談 

  市民、事業者等から寄せられた苦情相談は次のとおりです。 

 

６．食品衛生に係わる情報提供について 

 

（１）各種講習会の開催状況 

   食品衛生責任者等を対象とした講習会、各種団体等が主催する講習会に講師を派遣し、

最新の食品衛生の知識の普及に努めました。 

   なお、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、参加者を一堂

に集める講習会は開催せず、インターネットを活用したＷＥＢ講習会を開催したことか

ら、開催回数や参加者人数については集計しておりません。 

   

（２）食中毒予防キャンペーン、その他の取組 

 ○食中毒予防キャンペーン 

   例年、茅ヶ崎地区食品衛生協会と共催し、茅ヶ崎駅、寒川駅街頭で食中毒予防を啓発

しておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、キャンペーンを中止

しました。 

     

○食中毒警報、ノロウイルス警戒情報発令中の呼び掛け 

  神奈川県が発令する「食中毒警報」「ノロウイルス食中毒警戒情報」にあわせて、 

市民や営業者に対し、啓発用リーフレットを作成し注意を呼びかけました。 

 



新型コロナウイルス感染症の影響により、新たに「テイク

アウト」を始める営業者向けにリーフレットを作成し、 

食中毒予防を呼びかけました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年８月の１か月間、茅ヶ崎駅に横断幕を掲示しました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 



～食中毒予防の３原則～ 
次の点に気をつけて食中毒を予防しましょう！ 

 

 

 菌をつけない！ 

  ・調理前や飲食前には、手洗いをしましょう。 

  ・手指に傷がある時や、下痢など体調不良の時は、調理行為は避けましょう。 

  ・調理器具は洗浄、消毒を行い、肉や魚など食品毎に使い分けましょう。 

 

 菌をふやさない！ 

  ・多くの細菌は、温度管理が悪いと増えてきます。 

・出来上がった料理は、早いうちに食べましょう。 

  ・すぐに食べられない場合や、保存する場合には低温で保存しましょう。 

   （冷蔵の場合は１０℃以下、冷凍の場合はマイナス１５℃以下が目安です） 

 

 菌をやっつける！ 

  ・多くの細菌やウイルスは、加熱によって死滅します。 

  ・食品の中心部が７５℃以上、１分以上の加熱が目安です。 

  （ノロウイルスの場合は、８５℃以上、９０秒以上の加熱が目安です） 

  ・調理器具などは、定期的に漂白剤や熱湯で消毒し、よく乾燥させましょう。 

 

 

【問い合わせ先】  茅ヶ崎市保健所 衛生課 食品衛生担当 

 

〒２５３－８６６０  茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目８番７号 

電話：０４６７－３８－３３１６、FAX：０４６７－８２－０５０１ 

メール：hokenjyo_eisei@city.chigasaki.kanagawa.jp 


